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２ 行政処分等の傾向 
 

（1）全国的な傾向 

 

  介護保険サービス事業所・施設数は、介護保険制度の創立以来増加していますが、指定の取消・

効力の停止処分を受ける事業所等についても、平成 30 年度に減少したものの、全体としては、

増加傾向にあります。また、指定の取消事由及び指定の効力の停止事由は、「不正請求」「法令違

反」「虚偽報告」が多く、平成 29 年度、平成 30 年度については、この３つの事由で全体の過半

数を占めています。 

 

  図-１ 指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・事業所等内訳【年度別】 

（平成 12 年度～30 年度） 

 

 
（厚生労働省 令和２年 3 月 10 日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課⾧会議資料） 
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図-2 指定の取消事由・指定の効力の停止事由（平成 29・30 年度） 
 

 

 

 

 

（厚生労働省 令和２年 3 月 10 日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課⾧会議資料）） 
 

 

（2）前橋市の処分事例 

平成 30 年度 行政処分 

 種別 処分内容 処分の原因 

1 通所介護 

第１号通

所介護事

業 

指定の全部

の効力の停

止（３か月） 

【不正請求】 

・サービス提供時間が通所介護費の算定要件を満たさない、ま

たは、居宅サービス計画及び通所介護計画上の所定単位数を算

定できないのにもかかわらず、上記計画上の所定単位数を算定

した。 

【法令違反】 

・介護予防通所介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業

における第一号通所介護事業と一体的に運営されている通所介

護事業において、介護報酬の不正請求が行なわれた。 
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 種別 処分内容 処分の原因 

2 訪問看護 

介護予防

訪問看護 

指定の全部

の効力の停

止（３か月） 

【不正請求】 

・訪問看護の利用対象者は、主治医が訪問看護の必要性を認め

たものに限られ、訪問看護の提供に当たっては、主治医による

指示を文書で受けなければならないところ、主治医の指示を受

けていないのにもかかわらず、訪問看護を提供した訪問看護費

を不正に請求し、受領した。 

・訪問看護を提供した記録が存在しないのにもかかわらず、訪

問看護費を不正に請求し、受領した。 

・訪問看護事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合

は、当該計画に沿った指定訪問看護を提供しなければならない

ところ、当該計画に位置付けがないのにもかかわらず、訪問看

護費を不正に請求し、受領した。 

・訪問看護事業者は、訪問看護事業所ごとに、当該訪問看護事

業所の看護師等によって訪問看護を提供しなければならないと

ころ、従業者ではない者によって提供したのにもかかわらず、

訪問看護費を不正に請求し、受領した。 

・准看護師が指定訪問看護を提供した場合は、所定単位数の１

００分の９０に相当する単位数を算定する必要があり、居宅サ

ービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、

事業所の都合により准看護師以外の看護師等が訪問する場合及

び居宅サービス計画上、准看護師以外の看護師等が訪問するこ

ととされている場合に、准看護師が訪問する場合についても、

所定単位数の１００分の９０に相当する必要があるところ、所

要の減算を行わず、訪問看護費を不正に請求し、受領した。 

・サービス提供記録に担当した看護師等の氏名の記録がなく、

訪問看護費の算定要件を満たしていないのにもかかわらず、訪

問看護費を不正に請求し、受領した。 

【法令違反】 

・介護予防訪問看護事業と一体的に運営されている訪問看護事

業において、介護報酬の不正請求が行なわれた。 
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令和元年度 行政処分 

 種別 処分内容 処分の原因 

1 訪問介護 

第１号訪

問事業 

指定取消 【不正請求】 

・指定訪問介護を提供した旨の記録が存在しないにもかかわら

ず、介護報酬を請求し、受領した。 

・サービスの提供の記録における指定訪問介護の提供内容と整合

しない介護報酬を請求し、受領した。 

・同一人の訪問介護員が複数の利用者に対して、同時に指定訪問

介護の提供を行い、各々介護報酬を請求し、受領した。 

・サービスの提供の記録に担当訪問介護員が記録されていない

等、介護報酬の請求が認められない事例について、介護報酬を請

求し、受領した。 

・初回加算について、当該加算の算定要件を満たしていないにも

かかわらず、介護報酬を請求し、受領した。 

・介護職員処遇改善加算Ⅲについて、上記の状況であるのにもか

かわらず、各報酬の所定単位数に基づき算定し、介護報酬を不正

に請求し、受領した。 

・介護予防訪問介護相当サービスを提供した旨の記録が存在しな

いにもかかわらず、介護予防・生活支援サービス事業に要する費

用の額を請求し、受領した。 

・初回加算について、当該加算の算定要件を満たしていないにも

かかわらず、介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額

を請求し、受領した。 
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（3）実地指導における指摘の多い事項 

平成 30 年度及び令和元年度 訪問看護 実地指導 

改善指導事項 指摘の多い事項 

第１  基本方針等 

1 基本方針   

第２ 人員に関する基準 

1 従業者の員数 ○ 

2 管理者等 ○ 

3 利用者数の算定   

4 職務の専従   

第３ 設備に関する基準 

1 設備及び備品等   

第４ 運営に関する基準 

1 内容及び手続の説明及び同意 ◎ 

2 提供拒否の禁止   

3 サービス提供困難時の対応   

4 受給資格の確認   

5 要介護認定の申請に係る援助   

6 心身の状況等の把握 ○ 

7 居宅介護支援事業者等との連携   

8 サービスの提供等を受けるための援助   

9 計画に沿ったサービスの提供 ○ 

10 サービス計画等の変更の援助   

11 身分を証する書類の携行   

12 サービスの提供の記録 ○ 

13 利用料等の受領   

14 保険給付の請求のための証明書の交付   

15 取扱方針 ○ 

16 計画の作成 ◎ 

17 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付   

18 介護（看護）の提供   

19 同居家族に対するサービス提供の禁止   

20 利用者に関する市町村への通知   
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改善指導事項 指摘の多い事項 

21 緊急時等の対応   

22 管理者の責務等   

23 運営規程 ○ 

24 勤務体制の確保等   

25 衛生管理等   

26 掲示 ◎ 

27 秘密保持等 ○ 

28 広告   

29 利益供与(収受)等の禁止   

30 苦情処理   

31 地域との連携等   

32 事故発生時の対応   

33 会計の区分   

34 記録の整備   

第５ 変更の届出等 

1 変更の届出 ○ 

第６ 介護給付費の算定及び取扱い 

1 基本事項   

2 基本報酬 ○ 

3 各種加算 ◎ 

4 各種減算   

○:指摘の多い事項      

◎:特に指摘の多い事項    

 

 

３ 介護労働安定センターの支援事業  

 
公益財団法人介護労働安定センター群馬支所の事業をご案内します。人材育成や事業所運営等に

お役立てください。 

 

 


